
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

一

三

三

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
一
三
三
号

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
安
倍
政
権
に
お
け
る
放
送
法
第
四
条
第
一
項
に
関
す
る
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
安
倍
政
権
に
お
け
る
放
送
法
第
四
条
第
一
項
に
関
す
る
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
三
十
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
は
、
「
総
務
大
臣
は
、
免
許
人
等
が
こ
の
法
律
、
放
送
法
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律

に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
三
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
無
線
局
の
運
用
の
停
止

を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
運
用
許
容
時
間
、
周
波
数
若
し
く
は
空
中
線
電
力
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し

て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

「
答
弁
は
、
放
送
事
業
者
に
委
縮
効
果
を
与
え
る
包
括
的
な
事
前
検
閲
と
し
て
働
く
の
で
は
な
い
か
」
及
び
「
ど
の
よ
う

に
し
て
政
治
的
公
平
性
を
判
断
す
る
制
度
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の
か
」と
の
お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
、
個
々
の
学
説
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
御
指
摘

の
平
成
二
十
八
年
二
月
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
高
市
総
務
大
臣
の
答
弁
は
、
電
波
法
第
七
十
六
条
第
一
項
及

一



び
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
関
す
る
従
来
か
ら
の
見
解
に
沿
っ
て
お
答
え

し
た
も
の
で
あ
る
。

二


